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ペ
ー
ジ

告　
　
　

示

〇
建
設
関
連
業
務
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す

　

る
告
示 

（
契　

約　

課
）　
　

一

〇
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

　

告
示 

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
宮
城
県
建
設
工
事
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
登
録
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正

　

す
る
告
示 

（　
　

同　
　

）　
　

二

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
五
号

　

建
設
関
連
業
務
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

建
設
関
連
業
務
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

建
設
関
連
業
務
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
六
十
一
年
宮
城
県
告
示
第
千
二
百
四
十
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

　

二 　

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
三
十
二
条
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
者

　

第
三
条
第
一
項
中
「
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
」
を
「
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
、「
第
十
号
」
を
「
第
十
一
号
」

に
改
め
、
同
項
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
に
第
一
号
と

し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

一　

第
二
条
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
で
な
い
旨
の
誓
約
書
（
様
式
第
一
号
の
三
）

　

第
六
条
第
二
項
中
「（自

己
資
本
額
を
業
種
別
年
間
平
均
実
績
高
で
除
し
，
１
０
０
を
乗
じ
て
得
た
数
値
を
い
う

。）」

を
「（直

前
の
事
業
年
度
の
決
算
に
お
け
る
自
己
資
本
額
を
年
間
平
均
実
績
高

（申
請
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
直
前

の
事
業
年
度
及
び
そ
の
直
前
の
事
業
年
度
の
建
設
関
連
業
務
全
体
の
年
間
平
均
実
績
高
を
い
う

。）で
除
し
，
１
０
０

を
乗
じ
て
得
た
数
値
を
い
う

。）」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
第
一
号
中
「
第
三
号
」
を
「
第
四
号
」
に
改
め
る
。

　

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
に
規
定
す
る
者
」
を
「
各
号
の
い
ず
れ
か
」
に
改
め
る
。

　

第
十
三
条
中
「
建
設
関
連
業
務
競
争
入
札
参
加
承
認
者
名
簿
」
を
「
建
設
関
連
業
務
競
争
入
札
参
加
資
格
承
認
者
名

簿
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
一
号
の
二
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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様
式
第
七
号
中
「建

設
関
連
業
務
指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
に
つ
い
て
は
，

」
を
「建

設
関
連
業
務
競
争
入
札
参
加

資
格
に
つ
い
て
は
，

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
六
号

　

物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
九
年
宮
城
県
告
示
第
千
二
百
七
十
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

　

二 　

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
三
十
二
条
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
者

　

第
三
条
第
一
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

　

三　

前
条
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
の
誓
約
書

　

第
九
条
第
三
号
中
「
に
規
定
す
る
者
」
を
「
各
号
の
い
ず
れ
か
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
七
号

　

宮
城
県
建
設
工
事
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
登
録
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

宮
城
県
建
設
工
事
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
登
録
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

宮
城
県
建
設
工
事
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
登
録
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
三
年
宮
城
県
告
示
第
七
百
二
十
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

様
式
第
1
号
の
3
（
第
３
条
関
係
）

誓
　
約
　
書

　
私
（
当
社
）
は
，「
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
77号
）
第
32

条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
者
」
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
ま
せ
ん
。
ま
た
，
将
来
に
お
い
て
も
該
当
す
る
こ
と
の
な
い

こ
と
を
誓
約
し
ま
す
。

 
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
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事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿
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二 　

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
三
十
二
条
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
者

　

第
三
条
第
一
項
中
第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
五

号
中
「
第
一
号
」
を
「
第
二
号
」
に
、「
前
条
第
六
号
」
を
「
前
条
第
七
号
」
に
、「（
様
式
第
一
号
の
三
）」
を
「（
様

式
第
一
号
の
四
）」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
中
「
前
条
第
五
号
」
を
「
前
条
第
六
号
」
に
、

「（
様
式
第
一
号
の
二
）」
を
「（
様
式
第
一
号
の
三
）」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
中
第
一
号
か
ら
第

三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

一　

前
条
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
で
な
い
旨
の
誓
約
書
（
様
式
第
一
号
の
二
）　

　

第
五
条
の
二
第
二
項
の
表
中

「

参
加
資
格
の
申
請
時

に
お
い
て
障
害
者
雇

用
促
進
法
第
四
十
三

条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
雇
用
義
務
が
な

い
場
合

総
従
業
員
数
が
五
十
名
以
上
の
事
業
所
で
あ
る

と
き 

対
象
者
一
名
に
つ
き

十
点
（
た
だ
し
、
三

十
点
を
上
限
と
す

る
。）

を

総
従
業
員
数
が
四
十
九
名
以
下
の
事
業
所
で
あ

る
と
き

対
象
者
一
名
に
つ
き

十
五
点
（
た
だ
し
、

三
十
点
を
上
限
と
す

る
。） 

」

「

参
加
資
格
の
申
請
時
に
お
い
て
障
害
者
雇
用
促
進
法
第
四
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
雇
用
義
務
が
な
い
場
合

対
象
者
一
名
に
つ
き

十
五
点
（
た
だ
し
、

三
十
点
を
上
限
と
す

る
。）

」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
の
四
第
二
項
中
「
第
三
条
第
一
項
第
五
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
」
を
「
第
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
七
号

か
ら
第
十
五
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

　

第
十
条
第
一
項
第
二
号
中
「
に
規
定
す
る
者
」
を
「
各
号
の
い
ず
れ
か
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
一
号
の
三
を
様
式
第
一
号
の
四
と
し
、
様
式
第
一
号
の
二
を
様
式
第
一
号
の
三
と
し
、
様
式
第
一
号
の
次
に

次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

様
式
第
1
号
の
2
（
第
３
条
関
係
）

誓
　
約
　
書

　
私
（
当
社
）
は
，「
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
77号
）
第
32

条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
者
」
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
ま
せ
ん
。
ま
た
，
将
来
に
お
い
て
も
該
当
す
る
こ
と
の
な
い

こ
と
を
誓
約
し
ま
す
。

 
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

 
申
請
者
　
住
所
又
は
所
在
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
商
号
又
は
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
代
表
者
職
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
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附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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